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新型コロナウイルス感染症に係る行政検査における PCR検査の取扱いについて

（周知依頼） 

日ごろは本市の保健医療行政にご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

標記について、厚生労働省健康局結核感染症課より別添文書について送付がありました。

つきましては、貴会員への周知をお願いいたします。 

記 

【送付文書】 

・【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る行政検査における PCR検査の取扱いについ

て（事務連絡：厚生労働省健康局結核感染症課） 

・（参考）検査料の点数の取扱いについて（事務連絡：厚生労働省保険局医療課長及び厚生

労働省保険局歯科医療管理官連名通知） 

Webページ：https://www.mhlw.go.jp/content/000693799.pdf 

上記通知では、令和２年 11 月 11 日付厚生労働省事務連絡の「検査料の点数の取扱い

について」に基づき、関連する厚生労働省健康局結核感染症課通知の取扱いについて

まとめたものが記載されています。（これに伴い、「新型コロナウイルス感染症に係る

行政検査における PCR 検査の取り扱いについて」（令和２年７月 22 日付け事務連絡）

は廃止され、上記通知をもって代えることとされます。） 

＜通知概要＞ 

・上記通知に記載のある厚生労働省健康局結核感染症課通知において、「SARS-CoV-2

（新型コロナウイルス）核酸検出」とあるのは、「SARS-CoV-2（新型コロナウイル

ス）核酸検出（ウイルス・細菌核酸多項目同時検出（SARS-CoV-2を含む。）及び SARS-

CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出を含む。）」と取り扱う。

・上記取り扱いに伴い、契約当事者の異議がある場合を除いて、上記通知に基づき、

既に締結済みの契約においては、「SARS-CoV-2（新型コロナウイルス）核酸検出」

に「ウイルス・細菌核酸多項目同時検出（SARS-CoV-2を含む。）及び SARS-CoV-2・

インフルエンザ核酸同時検出」が含まれているものとみなす

厚生労働省から医療機関等への通知が掲載されているページ： 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00088.html 

【問い合わせ先】 

枚方市保健所 保健医療課 

TEL：072-807-7623／FAX：072-845-0685 

Mail：hoiryo@city.hirakata.osaka.jp 
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